
能登半島地震における上下水道の災害復旧事業に係る地方財政措置の拡充

地方負担に地方公営企業災害復旧事業債を充当（充当率100%）し、その元利償還金に対して一般会計が繰出を
行った場合に繰出金の50%を特別交付税措置

通常措置

今回の特例措置

国庫補助金（補助率67～100％）

地方公営企業災害復旧事業債を充当
（充当率100%、元利償還金に対する

一般会計繰出の50%を特別交付税措置）

一般会計繰出に
補助災害復旧事業債を充当

（充当率100%、元利償還金の95%を普通交付税措置）

100%

小

大

地方負担額
/営業収益

（対象事業）

被害を受けた地方団体の上水道事業・下水道事業のうち、「地方負担額/営業収益」が100%を超える事業

（財政措置）

〔通常措置〕

〔今回の特例措置〕

※ 従前の対応
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